
新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱 

（目的） 

第１条 新潟市重度障がい者等就労支援特別事業（以下「本事業」という。）は，重度障が

い者等に対する就労支援として，雇用施策と福祉施策が連携し，通勤支援や職場等におけ

る支援を実施し，もって，障がい者の就労機会の拡大を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 重度訪問介護 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問介護 

（２） 重度障がい者等 

重度訪問介護の支給決定を受けている者 

（３） 指定重度訪問介護事業者 

     重度訪問介護事業を行う指定障害福祉サービス事業者 

（４） 通勤及び職場等における支援 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）において「通勤，営業活動等の経

済活動にかかる外出」として支給対象外となる通勤及び職場等における支援 

 （５） 民間企業 

     障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条第１項にある助成金の対象となる

事業主 

 （６） 障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

     障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条第１項第４号又は第５号に規定す

る助成金 

（６） 自営業者等 

第５条１号の対象者及び国家公務員，地方公務員，国会議員，地方議会議員等の

公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外のもの 

（７） 支援計画書 

     重度障がい者等の通勤及び職場等における支援に当たって，民間企業及び自営

業者等が主体となって，支援対象範囲を明確にし，必要な支援をとりまとめた計画

書 

（８） 指定特定相談支援事業者 



法第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者 

（実施主体） 

第３条 本事業の実施主体は，新潟市とする。 

 （事業内容） 

第４条 本事業は，民間企業が重度障がい者等を雇用するにあたり，障害者雇用納付金制度

に基づく助成金を活用しても当該重度障がい者等の雇用継続に支障が残る場合や重度障

がい者等が自営業者等として働く場合において，市長が必要と認めたときに，重度障がい

者等の通勤や職場等における支援として重度訪問介護と同等のサービスを提供すること

により行う。 

２ 本事業は，通勤や職場等における就労に係る支援を対象とするものであることから，職

場からの帰宅途中における余暇活動等，就労に関わらない活動への支援については本事

業の対象外とする。 

 （対象者） 

第５条 本事業の対象者は，重度障がい者等であって，市内に居住地を有し，次のいずれか

に該当するものとする。 

（１） 民間企業に雇用される者であって，１週間の所定労働時間が１０時間以上のもの

又は当該年度末までに当該企業が１０時間以上に引き上げることを目指すことが支援

計画書において確認できたもの（ただし，就労継続支援Ａ型事業所の利用者を除く。） 

（２） 自営業者等であって，自営等に従事する時間が１週間のうち１０時間以上のもの

で，当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市長が認めたもの 

（支援対象範囲） 

第６条 前条第１号の対象者の支援対象範囲は，通勤及び職場等における支援であって，障

害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るも

のとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められ

た部分（時間）とする。 

２ 前条第２号の対象者の支援対象範囲は，通勤及び職場等における支援の部分（時間）と

する。 

（利用量） 

第７条 前条の支援対象範囲に係る本事業の利用量は，別表１の範囲内で市長が決定する。

ただし，市長が特に必要と認める場合はこれを超えることができる。 



 （支援を提供する者） 

第８条 本事業を実施する事業者は，指定重度訪問介護事業者であって，支援を提供するに

相応しいものとして市長が認めたものとする。 

（事業者の登録等） 

第９条 本事業を実施する事業者は，事前に市に登録するものとし，当該事業者は，別記様

式第１号により登録のための申請をしなければならない。 

２ 市長は，前項に定める申請があったときは，その内容を審査し，登録を決定し，別記様

式第２号により当該申請者に通知するものとする。 

３ 前項により登録の決定を受けた事業者（以下「登録事業者」という。）は，当該登録に

係る申請事項に変更が生じたとき，又は事業の中止，廃止若しくは再開をしようとすると

きは，速やかに別記様式第３号又は別記様式第４号により市長に届け出なければならな

い。 

４ 登録事業者は，利用者の利用実績について，台帳等必要な書類を備え付けなければなら

ない。 

５ 登録事業者は，新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営の基準に関

する条例（平成２４年新潟市条例第８０号）に定める基準に準じる事項を遵守しなければ

ならない。 

（利用手続き等） 

第１０条 本事業を利用しようとする者は，別記様式第５号に次の各号に掲げる書類を添

えて，市長に申請しなければならない。 

（１） 対象者が重度訪問介護の支給決定を受けていることを示す受給者証（法第２２

条第５項に規定する受給者証をいう。）の写し 

（２） 支援計画書（ただし，第５条第１号の対象者が申請する場合，障害者雇用納付金

制度に基づく助成金の手続きに必要なものとして，事前に独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構に提出し，その確認を受けたものに限る。） 

（３） 雇用されていることを証する書類の写し（ただし，第５条第１号の対象者が申請

する場合に限る。） 

（４） 自営業者等であることを証する書類の写し（ただし，第５条第２号の対象者が申

請する場合に限る。） 

２ 市長は，前項の申請に係る書類を受理したときは，調査に基づき本事業の利用量を定め，

利用の決定を行い，別記様式第６号により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は，前項により本事業の利用の決定をしたときは，当該利用の決定を受けた者（以

下「利用決定者」という。）へ利用証を交付するものとする。 



（利用決定期間） 

第１１条 本事業の利用決定の有効期間（以下「利用決定期間」という。）は，利用開始日

から直近の３月末日までとする。 

２ 利用決定期間の満了後においても，本事業を利用しようとする利用決定者は，支給決定

期間満了日までに更新の申請を行うものとする。 

３ 利用決定者は，利用決定期間が満了した場合，市長へ利用証を返還するものとする。 

 （利用証の提示） 

第１２条 利用決定者は，本事業を利用しようとするときは，登録事業者に利用証を提示し

なければならない。ただし，やむを得ない理由により利用証を提示できない場合は，この

限りではない。 

（利用決定等の変更等） 

第１３条 利用決定者は，現に利用決定を受けている利用量に関する事項を変更する必要

があるときは，市長に対し別記様式第７号により変更の申請をすることができる。 

２ 市長は，前項の変更の申請に係る書類を受理したときは，内容を審査し，変更の決定を

行い，別記様式第８号により当該申請者に通知するものとする。 

（利用終了の届出） 

第１４条 利用決定者は，次のいずれかに該当するときは，速やかに，別記様式第９号を市

長に提出し，市へ利用証を返還しなければならない。 

（１） 利用決定者が退職するとき 

（２） 利用決定者が休職するとき 

（３） 利用決定者が第５条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき 

（４） 利用決定者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったとき 

（５） 利用決定者が本事業の利用を辞退するとき 

（利用記録の整備等） 

第１５条 利用決定者は，当該利用決定に係る就労の状況を明らかにした書類等を作成し，

かつ，利用決定を受けた日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなければなら

ない。 

（利用決定の取り消し） 

第１６条 市長は，次に掲げる場合には，第１０条２項に定める利用の決定を取り消すこと

ができる。 

 （１） 利用決定者が退職するとき 



 （２） 利用決定者が休職するとき 

（３） 利用決定者が第５条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき 

（４） 利用決定者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき 

（５） 利用決定者が本事業の利用を辞退するとき 

 （６） その他市長が利用を不適当と認めるとき 

２ 前項により利用決定を取り消された者は，市へ利用証を返還するものとする。 

（就労支援給付費） 

第１７条 市長は，利用決定者が，利用の決定に基づき本事業を利用したときは，当該利用

決定者に対し，当該本事業利用に要した費用について，就労支援給付費を支給するものと

する。 

２ 就労支援給付費の額は，別表２に定める基準により算定した費用の額の１００分の９

０に相当する額とする。 

３ 前項の定めにかかわらず，第１９条２項の定めに該当する場合又は市長が認める場合

は，当該同一の月における就労支援給付の額は，前項の定めにより算定した費用の額の額

を超え１００分の１００に相当する額以下の範囲内の額とすることができる。 

４ 利用決定者が登録事業者から本事業を受けたときは，市長は，当該利用決定者が当該登

録事業者に支払うべき当該本事業に要した費用（法に規定する特定費用を除く。）につい

て，就労支援給付費として当該利用決定者に支給すべき額の限度において，当該利用決定

者に代わり，当該登録事業者に支払うことができる。 

５ 前項に定める支払いがあったときは，利用決定者に対し就労支援給付費の支給があっ

たものとみなす。 

（支援計画書作成協力費） 

第１８条 支援計画書作成協力費は，支援計画書を，民間企業又は自営業者等から希望があ

って，指定特定相談支援事業者が作成に協力したことにつき，別表３に定める額とする。 

２ 指定特定相談支援事業者は，新潟市請求書様式を，作成に協力した月の翌月２０日まで

に市長へ提出することにより，当該支援計画書に係る利用決定（更新を含む。）につき１

回に限り支援計画書作成協力費を請求できる。 

３ 市長は，前項に定める請求をした指定特定相談支援事業者に対し，審査に応じ，請求月

の翌月２０日までに支援計画書作成協力費を支払うことができる。 

（利用者負担等） 

第１９条 利用決定者が本事業を利用した場合は，別表２に定める基準により算定した費

用の額から，第１７条第１項に定める就労支援給付費の額を控除した額（以下「事業の利

用者負担額」という。）を負担するものとし，前条に定める支援計画書作成協力費につい



ては，負担を要しない。 

２ 事業の利用者負担額の上限額は，当該利用決定者が重度訪問介護の支給決定時におい

て認定されている負担上限月額と同額とする。 

３ 事業の利用者負担額は，当該利用決定者が登録事業者にこれを支払うものとする。 

（利用者負担額の減額・免除等） 

第２０条 本事業に係る利用者負担額の減額，免除等を希望する者は，別記様式第５号によ

り市長に申請するものとし，市長は，当該申請に係る書類を受理したときは，内容を審査

し，当該減額，免除等の要否を決定し，別記様式第６号により当該申請者に通知するもの

とする。 

２ 前項による利用者負担額の減額，免除等の決定の内容について変更の希望をする者は，

別記様式第７号により市長に申請するものとし，市長は，当該申請に係る書類を受理した

ときは，内容を審査し，変更を決定し，別記様式第８号により当該申請者に通知するもの

とする。 

（調査等） 

第２１条 市長は，本事業の実施に関して必要があるときは，利用決定者又は登録事業者に

対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ，又は登録事業者の事業所に立ち入り，必要

な調査を行うことができる。 

 （登録の取消し等） 

第２２条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，当該登録事業者に係る

第９条第２項の登録を取消し，又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を

停止し，又は第１７条に定める就労支援給付費の全部若しくは一部を返還させることが

できる。 

（１） 事業者が，不正の手段により第９条の登録を受けたとき 

（２） 就労支援給付費，介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に

関し不正があったとき

（３） 登録事業者が，第９条第４項及び第５項に定める事項を遵守しないとき 

（４） 事業者が，法第３６条第３項第１号から第１３号のいずれかに該当するに至った

とき 

（５） その他市長が必要と認めるとき 

２ 市長は，前項により登録の取り消し又は登録の全部もしくは一部の効力の停止を行っ

たときは，当該事業者に対し，文書で通知する。 

（その他） 



第２３条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は，令和４年１月１日から施行する。 



別表１（第７条関係）

一日あたりの利用量 一月あたりの利用量

８時間 １６０時間

別表２（第１７条関係，第１９条関係）

時間区分（一日当たり） 支援に係る報酬単価

１時間以下 １，９００円

１時間超１時間３０分以下 ２，８００円

１時間３０分超２時間以下 ３，８００円

２時間超２時間３０分以下 ４，７００円

２時間３０分超３時間以下 ５，６００円

３時間超３時間３０分以下 ６，６００円

３時間３０分超４時間以下 ７，５００円

４時間超４時間３０分以下 ８，４００円

４時間３０分超５時間以下 ９，２００円

５時間超５時間３０分以下 １０，１００円

５時間３０分超６時間以下 １１，０００円

６時間超６時間３０分以下 １１，８００円

６時間３０分超７時間以下 １２，７００円

７時間超７時間３０分以下 １３，６００円

７時間３０分超８時間以下 １４，４００円

別表３（第１８条関係）

支援計画書作成協力費 １６，０００円



別記様式第１号（第９条関係） 

  受付番号

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施事業所登録申請書 
年  月  日 

  （宛先）新潟市長 
住 所            

申請者 （所在地）           
氏 名           
（名称及び代表者の氏名）    

  新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱に規定する事業所に係る登録を受けたいので，
下記のとおり，関係書類を添えて申請します。 
  事業所所在地市町村番号

申

請

者

フ リ ガ ナ

名 称

主たる事務所の
所 在 地

（郵便番号       ） 

法人である場合
そ の 種 別

  法人所轄庁

連 絡先 電話番号   ＦＡＸ番号

代表者の職・氏名 職 名
  フ リ ガ ナ
  氏 名

代 表 者 の 住所
（郵便番号       ） 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事業所の所在地
（郵便番号       ） 

同 一 所 在 地に
おいて行う事業
等 の 種 類

申請
事業

登録申請をする事業等
の事業開始予定年月日

添付する
付 表

指定済
事業等

他の法律において既に
指定等を受けている
事業等の指定等年月日

備 考

重
度
障
が
い
者
等
就
労
支
援

特
別
事
業

事業所番号
同一の法律において既に指定等を受けている場合 

 注１ 「受付番号」及び「事業所所在地市町村番号」欄には記載しないでください。 
  ２ 「法人である場合その種別」欄には，申請者が法人である場合に，「社会福祉法人」，「医

療法人」，「社団法人」，「財団法人」，「株式会社」等の別を記入してください。 
  ３ 「法人所轄庁」欄には，申請者が認可法人である場合に，その主務官庁の名称を記載してく

ださい。 
  ４ 「同一所在地において行う事業等の種類」欄には，今回登録申請をする事業及び既に指定又

は登録を受けている事業の種類を記載し，「申請事業」，「指定済事業等」の該当する箇所に
「○」を記載してください。 

  ５ 「事業所番号」欄には，新潟市，新潟県又は他の市町村において既に事業所としての指定又
は登録を受け，番号が付されている場合に，その事業所番号を記載してください。複数の番号
を有する場合には，適宜様式を補正して，その全てを記載してください。 



付表１ 重度障がい者等就労支援特別事業実施事業所の登録に係る記載事項 

  受付番号

事

業

所

フリガナ
名 称

所 在 地

（郵便番号    ） 

連 絡 先 電話番号   ＦＡＸ番号   

管

理

者

フリガナ

住 所

（郵便番号    ） 

氏 名

居宅介護事業従業者等との兼務の有無 有 ・ 無   

同一敷地内の他の事業所
又は施設の従業者との兼
務（兼務の場合記入） 

事業所等の名称   

兼務する職種及び勤
務時間等 

当該事業の実施について定めてある定款・寄附行為又は条例等の条項 第  条第  項第  号 

サービス 
提供責任者 

フリガナ
住 所

（郵便番号       ） 

氏 名

  従業者の職種・員数 
居 宅 介 護 事 業
従 業 者

その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務

従業者数
常 勤（人）

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

基準上の必要人数（人）

  主な掲示事項 

営 業 日

営 業 時 間

サ ー ビ ス の 内 容

主 た る 対 象 者 特定なし・身体障害者・知的障害者・障がい児・精神障害者・難病等対象者 

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業の実施地域

その他参考となる事項

第三者評価の実施状況 している・していない   

苦情解決の窓口・担当者 窓口（連絡先）   担当者

その他   

添 付 書 類 

定款・寄附行為及び登記事項証明書又は条例等，事業所平面図，管理者及
びサービス提供責任者の経歴書，運営規程，利用者からの苦情を解決する
ために講ずる措置の概要，勤務体制・形態一覧表，資産状況（貸借対照
表・財産目録等），設備・備品等一覧表，その他の書類 
（ただし，法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は
同法第３０条第１項第２号に規定する基準該当事業者である場合は，当該
指定及び当該登録に係る決定通知の写しを添付するだけでよいものとす
る。） 

 注１ 「受付番号」及び「基準上の必要人数」欄には，記載しないでください。 
  ２ 記入欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記載するか別葉に記載した書類を添付してください。 
  ３ 「主な掲示事項」欄には，その内容を簡潔に記載してください。 
  ４ 出張所等がある場合は，付表11―2にも記載してください。また，従業者については，本様式中

に出張所に勤務する職員も含めて記載してください。 
  ５ 「その他の費用」欄には，利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載し

てください。 
  ６ 「通常の事業の実施地域」欄には，市町村名を記載することとし，当該地域の全部又は一部の別

を記載してください。なお，一部の地域が実施地域である場合は，適宜地図を添付してください。 



付表１―２ 重度障がい者等就労支援特別事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項
  受付番号

事

業

所

フリガナ

名 称

所 在 地

（郵便番号    ） 

連 絡 先 電 話 番 号   ＦＡＸ番号

  主な掲示事項 

営 業 日

営 業 時 間

サ ー ビ ス の 内 容

主 た る 対 象 者 特定なし・身体障害者・知的障害者・障がい児・精神障害者・難病等対象者

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業の実施地域

その他参考となる事項

第三者評価の実施状況 している・していない   

苦情解決の窓口・担当者窓口（連絡先）  担当者

その他   

添 付 書 類 

定款・寄附行為及び登記事項証明書又は条例等，事業所平面図，管理者及
びサービス提供責任者の経歴書，運営規程，利用者からの苦情を解決する
ために講ずる措置の概要，勤務体制・形態一覧表，資産状況（貸借対照
表・財産目録等），設備・備品等一覧表，その他の書類 
（ただし，法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は
同法第３０条第１項第２号に規定する基準該当事業者である場合は，当該
指定及び当該登録に係る決定通知の写しを添付するだけでよいものとす
る。） 

 注１ 「受付番号」欄には，記載しないでください。 
  ２ 記入欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記載するか別葉に記載した書類を添付してくださ

い。 
  ３ 「主な掲示事項」欄には，その内容を簡潔に記載してください。 
  ４ 「その他の費用」欄には，利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記

載してください。 
  ５ 「通常の事業の実施地域」欄には，市町村名を記載することとし，当該地域の全部又は一部

の別を記載してください。なお，一部の地域が実施地域である場合は，適宜地図を添付してく
ださい。 



別記様式第２号（第９条関係） 
第     号 
年  月  日 

様 

新潟市長       印  

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施事業所登録通知書 

  下記のとおり，新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施事業所として登録したので通知しま
す。 

記 

事業所名 

所在地 

登録するサービスの種類 

事業所番号 

登録年月日 

備考 



別記様式第３号（第９条関係） 
変 更 届 出 書 

年  月  日 
  （宛先）新潟市長 

所在地                
事業者                   

名称及び代表者の氏名         

  次のとおり登録を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

  事 業 所 番 号

登録内容を変更した事業所 

名 称

所 在 地

サービスの種類

変更があった事項 変 更 の 内 容 

１ 事業所（施設）の名称 （変更前） 

２ 事業所（施設）の所在地（設置の場所） 

３ 申請者（設置者）の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名及び住所 

６ 
定款・寄附行為及び登記事項証明書又は
条例等（当該指定に係る事業に関するも
のに限る。） 

７ 事業所（施設）の平面図及び設備の概要 

８ 事業所（施設）の管理者の氏名及び住所 

９ 
事業所のサービス提供責任者の氏名及び
住所 

１０ 主たる対象者 （変更後） 

１１ 運営規程 

１２
介護給付費等（施設訓練等支援費）の請
求に関する事項 

１３ 事業所の種別（併設型・空床型の別） 

１４
併設型における利用者の推定数又は空床
型における当該施設の入所者の定員 

１５
協力医療機関の名称及び診療科名並びに
当該協力医療機関との契約内容 

１６
知的障害者援護施設等との連携体制及び
支援の体制の概要 

１７ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

１８
併設する施設がある場合の当該併設施設
の概要 

変 更 年 月 日 年  月  日 

 注１ 該当項目番号に○をつけてください。 
  ２ 変更内容がわかる書類を添付してください。 
  ３ 変更の日から１０日以内に届け出てください。 



別記様式第４号（第９条関係） 

廃止・休止・再開届出書 

年  月  日 

  （宛先）新潟市長 
所在地                

事 業 者                   
名称及び代表者の氏名         

  次のとおり事業の廃止（休止・再開）をしましたので届け出ます。 

  事 業 所 番 号

廃止（休止・再開）す
る事業所 

名 称

所 在 地

サービスの種類

廃止・休止・再開した年月日 年  月  日 

廃止・休止した理由 

現に当該重度障がい者等就労支援特別事
業を利用していた者に対する措置（廃
止・休止した場合のみ） 

休 止 予 定 期 間 年  月  日～  年  月  日 

 注１ 事業の再開に係る届出にあっては，当該事業に係る従業者の勤務の体制又は形態が休止前と
異なる場合には，勤務体制・形態一覧表を添付してください。 

  ２ 廃止・休止・再開の日から１０日以内に届け出てください。 



新潟市重度障がい者等就労支援特別事業 
利用申請書・利用者負担額減額，免除等申請書 

（宛先）新潟市長 

次のとおり申請します。 
申請年月日     年  月  日 

申

請

者

フリガナ 
生年月日 年  月  日 

氏  名 
個人番号 

居 住 地 
〒 

         電話番号 

フリガナ 
生年月日 年  月  日 

支給申請に係る 
障がい児氏名 

続  柄  

個人番号 

身体障害者
手 帳 番 号

療 育 手 帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

重度障がい者
等就労支援特
別事業 

利用中のサービスの種類と内容等 有効 

期間

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況

障 が い 福 祉
関係サービス

障害支援区

分の認定 
有・無 区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

有効

期間 

利用中のサービスの種類と内容等 

介 護 保 険
サ ー ビ ス

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

利用中のサービスの種類と内容等 

申
請
す
る
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
等

支援の種類  

申請に係る 
具体的内容 

起
案

  年  月  日
課長 補佐 係長 担当 地

域
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

所長 担当  市
記
入
欄

食事提供 
体制加算 

きょうだい
の利用 

決
裁

  年  月  日 該当・非該当 有・無 

別記様式第５号（第１０条関係，第２０条関係） 



該当する欄に をつけてください。

申

請

す

る

減

免

等

の

種

類

所
得
区
分
認
定

□１ 負担上限月額に関する認定（下記２の在宅サービス等軽減措置適用前） 

   下記の区分の適用を申請します。（いずれにも当てはまらない場合は，空欄とし

てください。） 

  □① 生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給

付受給世帯 

□② 市町村民税非課税世帯に属する者 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
軽
減

□２ 在宅サービス等軽減（注１）に関する認定 

  下記のいずれにも当てはまるため，在宅サービス等軽減を申請します。 

  ① 在宅において生活する者又は２０歳未満の入所者 

  ② 市町村民税非課税世帯に属する者又は市町村民税課税世帯に属する者のう

ち世帯の市町村民税所得割額の合計額が１６万円（障がい児の場合は，２８万

円）未満のもの 

生
活
保
護
又
は
支
援

給
付
の
受
給
世
帯
へ

の
移
行
予
防
措
置

□３ 左の欄の移行予防措置（定率負担減免措置）に関する認定 

左の欄の移行予防措置（定率負担減免措置）を申請します。 

いずれも，事実関係を確認できる書類を添付して申請してください。 

備考 上表中「世帯」とは，申請者が障がい者の場合は本人と配偶者のみの世帯をいい，申請者が障

がい児の保護者の場合は住民票に記載された世帯をいいます。 

注１ 次のサービスを受けている者については，在宅サービス等軽減の対象となりません。 

   施設入所支援（２０歳以上の者に限る。），グループホーム，宿泊型自立訓練又は精神障害者

退院支援施設（入所者で２０歳以上の者に限る。） 

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入して下さい。） 

氏  名 申請者との関係  

住  所 

〒 

         電話番号 



第     号 
年  月  日 

                 様 

新潟市長         印 

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業利用決定（却下）通知書・ 
利用者負担額減額，免除等決定（却下）通知書 

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱により重度障がい者等就労支援の 
利用・利用者負担額減額，免除等について，下記のとおり（決定 却下）しましたので
通知します。 

記 

利用決定障害者
（保護者）氏名

利用証番号 

利用決定に係る
障 害 児 氏 名

サービス利用 決定 ・ 却下 決 定 年 月 日    年  月  日

サービスの利用決定期間  

利用者負担上限月額 円 

サービスの種類 サービスの内容 

却 下 の 理 由

特 記 事 項

(教示) 

  この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起

 算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 

  また，この処分の取消しを求める訴えをする場合は，この処分があったことを知った

 日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は，市

 長となります。)提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，この処分

 の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

 して6か月以内に提起することができます。 

お問い合わせ先 

別記様式第６号（第１０条関係，第２０条関係） 



新潟市重度障がい者等就労支援特別事業 
利用変更申請書・利用者負担額減額，免除等変更申請書 

（宛先）新潟市長 

次のとおり申請します。 
申請年月日     年  月  日 

申

請

者

フリガナ 
生年月日 年  月  日 

氏  名 
個人番号  

居 住 地 
〒 

         電話番号 

フリガナ 
生年月日 年  月  日 

支給申請に係る 
障がい児氏名 

続  柄  

個人番号  

身体障害者
手 帳 番 号

療 育 手 帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

重度障がい者
等就労支援特
別事業 

利用中のサービスの種類と内容等 有効 

期間

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
状
況

障 が い 福 祉
関係サービス

障害支援区

分の認定 
有・無 区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

有効

期間 

利用中のサービスの種類と内容等 

介 護 保 険
サ ー ビ ス

要介護認定 有・無 要介護度 要支援（ ）・要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

利用中のサービスの種類と内容等 

変
更
を
申
請
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
等

支援の種類  

申請に係る 
具体的内容 

起
案

  年  月  日
課長 補佐 係長 担当 地

域
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

所長 担当  市
記
入
欄

食事提供 
体制加算 

きょうだい
の利用 

決
裁

  年  月  日 該当・非該当 有・無 

別記様式第７号（第１３条関係，第２０条関係） 



該当する欄に をつけてください。

変

更

申

請

す

る

減

免

等

の

種

類

所
得
区
分
認
定

□１ 負担上限月額に関する認定（下記２の在宅サービス等軽減措置適用前） 

   下記の区分の適用を申請します。（いずれにも当てはまらない場合は，空欄とし

てください。） 

  □① 生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給

付受給世帯 

□② 市町村民税非課税世帯に属する者  

在
宅
サ
ー
ビ
ス
等
軽
減

□２ 在宅サービス等軽減（注１）に関する認定 

  下記のいずれにも当てはまるため，在宅サービス等軽減を申請します。 

  ① 在宅において生活する者又は２０歳未満の入所者 

  ② 市町村民税非課税世帯に属する者又は市町村民税課税世帯に属する者のう

ち世帯の市町村民税所得割額の合計額が１６万円（障がい児の場合は，２８万

円）未満のもの 

生
活
保
護
又
は
支
援

給
付
の
受
給
世
帯
へ

の
移
行
予
防
措
置

□３ 左の欄の移行予防措置（定率負担減免措置）に関する認定 

左の欄の移行予防措置（定率負担減免措置）を申請します。 

いずれも，事実関係を確認できる書類を添付して申請してください。 

備考 上表中「世帯」とは，申請者が障がい者の場合は本人と配偶者のみの世帯をいい，申請者が障

がい児の保護者の場合は住民票に記載された世帯をいいます。 

注１ 次のサービスを受けている者については，在宅サービス等軽減の対象となりません。 

   施設入所支援（２０歳以上の者に限る。），グループホーム，宿泊型自立訓練又は精神障害者

退院支援施設（入所者で２０歳以上の者に限る。） 

申請書提出者 □申請者本人  □申請者本人以外（下の欄に記入して下さい。） 

氏  名 申請者との関係  

住  所 

〒 

         電話番号 



第     号 
年  月  日 

                 様 

新潟市長         印 

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業利用変更決定通知書・ 
利用者負担額減額，免除等変更決定通知書 

新潟市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱により重度障がい者等就労支援事業
の利用変更・利用者負担額減額，免除等の変更について，下記のとおり決定しましたので
通知します。 

記 

利用決定障害者
（保護者）氏名

利用証番号 

利用決定に係る
障 害 児 氏 名

変 更 年 月 日 年  月  日 

変更の内容 

変更前 

変更後 

特 記 事 項

変更前の利用証を下記まで提出してください。 

 提出先 

 提出期限 

(教示) 

  この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起

 算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 

  また，この処分の取消しを求める訴えをする場合は，この処分があったことを知った

 日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(訴訟において市を代表する者は，市

 長となります。)提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，この処分

 の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

 して6か月以内に提起することができます。 

お問い合わせ先 

別記様式第８号（第１３条関係，第２０条関係） 



新潟市重度障がい者等就労支援特別事業 
利用終了届出書 

（宛先）新潟市長 

次のとおり届出します。 
届出年月日     年  月  日 

届
出
者

フリガナ 
生年月日 年  月  日 

氏  名 
個人番号  

居 住 地 
〒 

         電話番号 
身体障害者
手 帳 番 号

療 育 手 帳
番 号

精神障害者保健
福祉手帳番号

企
業
に
つ
い
て

企 業 名
（電話番号） 

終 了 日 年   月   日 

利
用
終
了
理
由

□ 退職 

□ 休職 

□ 他の市町村の区域内に居住地を移した 

□ 辞退 

□ その他（                                     ） 

別記様式第９号（第１４条関係） 


